
農地中間管理機構（農地集積バンク）の本格稼働
【１９，０００（３０，４５０）百万円】

（平成26年度補正予算との合計 ３９，０２９百万円）

対策のポイント
農地の中間受け皿となる農地中間管理機構による担い手への農地集積・集

約化の加速化を支援します。

＜背景／課題＞

・現在の我が国の農業構造を見ると、担い手への農地流動化は毎年着実に進展し、担い

手の利用面積は農地全体の約５割となっているところですが、農業の生産性を高め、

競争力を強化していくためには、担い手への農地集積と集約化を更に加速し、生産コ

ストを削減していく必要があります。

・このため、農地中間管理機構による担い手への農地集積・集約化を加速的に推進して

いく必要があります。

政策目標
担い手が利用する面積が今後10年間（平成35年まで）で全農地面積の８割

となるよう農地集積を推進

＜主な内容＞

１．農地中間管理機構事業 ７，２１８（１７，６６０）百万円

農地中間管理機構が、農地の集積・集約化に取り組むために必要となる事業費（農

地賃料、保全管理費等）及び事業推進費を支援します。

２．機構集積協力金交付事業 ９，０００（１０，００９）百万円

（平成26年度補正予算との合計 ２９，０２９百万円）

農地中間管理機構に対し、①まとまった農地を貸し付けた地域、②農地を貸付け、

担い手への農地集積・集約化に協力する農地の出し手に対し、協力金を交付します。

３．機構集積支援事業 ２，７８２（２，７８２）百万円

遊休農地の所有者の利用意向調査等を支援します。

補助率：定額（１の農地中間管理機構の事業費については定率補助と農地集積奨励金

の２本立てで、実質的な国庫負担は機構の貸付率（機構の貸付面積/借受面積）

によって変動し、70％～95％）等

事業実施主体：都道府県（基金造成）、民間団体、農業委員会等
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（関連対策）

１．農地の大区画化等の推進＜公共＞ （農業農村整備事業で実施）

１０８，９３２（１０６，４２５）百万円

（平成26年度補正予算 ４，７２５百万円）

農地中間管理機構による農地の借受け・貸付けとの連携等により、農地の大区画

化・汎用化等を推進します。

２．農地耕作条件改善事業［新規］ １０，０００（－）百万円

農地中間管理機構による担い手への農地の集積・集約化が行われる地域におい

て、畦畔除去による区画拡大や暗渠排水等の農地整備を機動的に行う取組を支援し

ます。

３．耕作放棄地再生利用緊急対策交付金

（所要額）１，７４２（１，９４０）百万円

（平成26年度補正予算との合計 １，９４２百万円）

荒廃した耕作放棄地を再生利用するための雑草・雑木除去や土づくり等の取組を

支援します。

４．人・農地問題解決加速化支援事業 ３６３（７２８）百万円

（平成26年度補正予算との合計 ６７２百万円）

人・農地プランについての継続的な話合いと見直しを行うための活動等に対して

支援します。また、人・農地プランの見直しや、集落営農の組織化・法人化、新規

就農者の定着のための経営・技術指導等を効率的・効果的に進められるよう、普及

指導員のＯＢ等のノウハウを活用した地域連携推進員の活動を支援します。

お問い合わせ先：

１、２の事業 経営局農地政策課（０３－６７４４－２１５１）

３の事業 経営局農地政策課（０３－６７４４－２１５２）

関連対策１、２の事業 農村振興局農地資源課（０３－６７４４－２２０８）

３の事業 農村振興局農村計画課（０３－６７４４－２４４２）

４の事業 経営局経営政策課（０３－６７４４－０５７６）
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  農地中間管理機構関連予算の概要 

     農地中間管理機構の業務に 
     対する支援 

（農地中間管理機構事業） 
     【７２億円】 

 
 

(1) 事務費 
   機構の運営・業務委託に必要な経費 
                                           〔定額補助〕     
 
(2) 事業費 
 

 ① 農地の賃料 
 ② 農地の管理・保全に要する経費 
  （土地改良の負担金を含む） 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) その他〔資金の借入れに対する利子補給〕 
 

 ① 簡易整備費等 
 ② 農地の買入に係る経費 
           
 

  機構への農地の出し手に 
    対する支援 

（機構集積協力金）      
【９０億円】 

（平成26年度補正予算との合計 ２９０億円） 
 

(1)地域に対する支援 
       (２８億円) 

(平成26年度補正予算との合計 ９２億円) 
 機構にまとまった農地を貸し付ける 
   地域に対する支援（地域集積協力金） 
 ・地域内の農地のうち機構への貸付割 
  合に応じ、地域に交付金を交付 
       [機構への貸付割合] [交付単価] 
                            ２割超５割以下：2.0万円/10a 
                            ５割超８割以下：2.8万円/10a 
                            ８割超            ：3.6万円/10a 
 
(2) 個々の出し手に対する支援  
 ① 経営転換・リタイアする場合の支援     

(経営転換協力金)         (３５億円) 
(平成26年度補正予算との合計 １０９億円) 

         [機構への貸付面積] [交付単価] 
                          0.5ha以下            ：30万円/戸 
                          0.5ha超 2.0ha以下：50万円/戸        
                          2.0ha超               ：70万円/戸   
 ② 農地の集積・集約化に協力する場合 
   の支援（耕作者集積協力金） 

           (２６億円) 
(平成26年度補正予算との合計 ８６億円) 

             ［交付単価］ ２.0万円/10a  
   
 
 
 

   農地集積・集約化の 
   基礎業務への支援 
（機構集積支援事業） 

   【２８億円】 
 

遊休農地の所有者の利用意向
調査等を支援    

 

・定率補助と農地集積奨励金の2本立て 
・農地集積奨励金は、機構における農地の 
 滞留を防止し、担い手への集積・集約化 
 を推進するインセンティブとなるよう、 
 貸付率（機構の貸付面積／機構の借受面 
 積）に応じて段階的に増加するスキーム 
・実質的な国庫負担は、最大で90% 
         （28年度まで95％） 

（平成26年度補正予算との合計：３９０億円）   
【平成27年度予算概算決定額：１９０億円】 



農地の出し手に対する支援（機構集積協力金） 

 
 
 
 
１ 交付対象者 
 市町村内の「地域」 
 ※「地域」とは、集落など、外縁 
      が明確である同一市町村内の区 
  域のこと。   
 
２ 交付要件 
 「地域」内の農地の一定割合以上 
 が機構に貸し付けられていること 
 ※毎年度一定時点で判断 
 
３ 交付単価 
 地域内の全農地面積のうち機構へ 
 の貸付割合に応じた単価を機構へ 
 の貸付面積に乗じた金額を交付 
 （使い方は地域の判断） 
 ２割超５割以下：2.0万円/10a 
 ５割超８割以下：2.8万円/10a 
 ８割超    ：3.6万円/10a 
  

 
１ 交付対象者 
 機構に貸し付けることにより、 
 ・経営転換する農業者 
 ・リタイアする農業者 
 ・農地の相続人 
 
２ 交付要件 
 ・全農地を10年以上機構に貸し 
  付け、かつ、 
 ・農地が機構から受け手に貸し 
  付けられること 
 （集落営農と特定農作業委託契 
  約を10年以上締結した場合も 
  対象） 
 
３ 交付単価 
 0.5ha以下         ：30万円/戸 
 0.5ha超2ha以下 ：50万円/戸 
 2ha超       ：70万円/戸 

地域に対する支援 
（地域集積協力金） 経営転換・リタイア 

する場合の支援 
（経営転換協力金） 

 
１ 交付対象者 
機構の借受農地等に隣接す 
る農地(交付対象農地)を、 

 ・自ら耕作する農地を機構 
  に貸し付けた所有者 
 ・所有者が農地を機構に貸 
  し付けた場合の当該農地 
  の耕作者  
 
２ 交付要件 
 ・交付対象農地を10年以上貸 
  し付け、 
 ・かつ、当該農地が機構から 
  受け手に貸し付けられる 
  こと 
 
３ 交付単価 
 ２万円/10a 
  

農地の集積・集約化に 
協力する場合の支援 
（耕作者集積協力金） 

【予算額 ２９０億円】 
(補正200億円/当初90億円) 

 

 

 

 

個々の出し手に対する支援 
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